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 暖かい日が待ち遠しいですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。中学校は卒業式が近づい

てきましたね。生徒たちのたちの成長・旅立ちを見ることができるのは学校職員としての醍醐味

ではないでしょうか。年度末に向けて学校もせわしない日々が続くかと思いますが、どうぞご自

愛ください。 

 

２月給与明細と一緒に、昇給辞令を配付しています。 

Ｒ2.10～Ｒ3.9.30までの勤務状況をもとに、令和４年１月１日付けで昇給しています。 

勤務成績が良い（私傷病休暇等がない）場合は、基本的に４号給ＵＰします。 

そのほかに、初任 3年目や勤続 10年、勤続 20年など条件によって６号給ＵＰ、８号給ＵＰにな

ることもあります。（８UPが限度です） 

また、令和２年１月１日の昇給から、人事評価が反映されるようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「昇給したけど、結局いくら増えるの   」なんて思う先生方もいらっしゃるのではないでしょ

うか。 

先生方の給料表を２枚目に載せていますので、給料の月額がいくら増えたか、ご確認ください。 

※１月１日昇給は、２月給与から反映されています。 

１月で昇給する分は２月給与に上乗せされています。 

 

 昇給 1 月給与で増えるはずだった額   

   

２月給与（昇給後） 

  

３月給与 １月給与（12月と同じ

給料月額） 

  

       １月給与         ２月給与         ３月給与 

山鹿市の学校全体で、電気代が逼迫（ひっぱく）しています。 

まだまだ寒い時期が続きますが、可能な限り、電気代の節約にご協力ください。 



 

教 育 職 給 料 表 （３）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 1 この表は、小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する校長、教頭、教諭その他の職員で人事委員会規則で定める 

ものに適用する。 

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、

この表の額に 7,500円をそれぞれ加算した額とする。 


